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超高齢社会の到来により,高 齢者がどこに住まうか/どのようにして住み慣れた地域に住まい続けるか,と い う高齢者の

居場所をめぐる課題 ・問題が顕在化 している。本研究では,認 知症等により,判 断能力が不十分 となった高齢者の居場所

について,成 年後見人による支援事例を通 して検討する。 これにより,後 見人による居住環境支援のあり方,お よび後見

人の居住環境支援の機能について明らかにする。そして(任 意後見制度を含む)成 年後見制度を用いた,超 高齢社会での

高齢者の住まい方について,自 宅や地域で最期まで暮らし続けることを目指す"AginginPlace"の 観点から考察する。
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The importance of issues and problems concerning the living environments of the elderly will increase with an aging society. This 

paper uses cases of adult guardian support to study the living environments of elderly individuals who lack sufficient decision-making 

ability because of dementia. Based on this, the paper clarifies the state of living environment support provided by guardians as well as 

the functioning of guardians in providing such support. The paper goes on to observe the living styles of the elderly in a super-aging 

society using the adult guardianship system from the perspective of "Aging in Place."

1.問 題の所在 と研究 目的

高齢者が住み慣れた地域で住まい続けるためには,ど

のよ うな条件が必要になるのか。判断能力が不十分 とな

った高齢者の住まいを計画する うえで,ど のような視点

が重要になるのか。最期まで 自宅や地域で暮 らし続 ける

ことを 目指す"AginginPlace"の 理念 を,超 高齢社会

でいかに実現していくことができるか。高齢者の居場所

をめぐる議論がますます重要な課題 となっている。

本稿では,成 年後見人の支援 との関連か らこの問いに

答える。地域の高齢者の生活は認知症の発症により,大

きく変化す る。これまでの生活を続けるには,通 常,意

識せず に行っていること一一金銭管理や郵便物の整理,

諸契約の更新や中止,火 の始末や ゴミ出 しなど一一が,

さまざまな生活課題 として浮上 して くることになるか ら

だ。 この際に本人や親族に代わって本人の居住環境 を整

える役割 と責任 をもつのが,第 三者の成年後見人である。

なぜなら,成 年後見人は 「被後見人 〔本人〕の財産を

管理 し,か つ,そ の財産に関する法律行為について被後

見人を代表する」(民法859条1項)と 同時に,本 人の居

住環境を整 える義務をもつからである(身 上配慮義務)。

成年後見人(以 下,後 見人)は,本 人が在宅での生活を

継続 していくために住宅改修 ・修繕,在 宅介護サー ビス

の導入など,あ らゆる契約の締結 と費用支出を通 じて,

住まいについての環境 を整え,本 人に とって望ましい と

考え られ る適切な居住空間を構築 してい くのである。

以上,本 人の 「住まい」を確保 し,居 住環境の形成や

維持 に際して,後 見人が果たしうる役割は非常に大きく,

認知症高齢者の地域生活には後見人の存在を含めた議論

が重要になっていることを確認 した。後見人の居住環境

支援 の あ り方 を明 らか にす る ことは超 高齢 社会で の
"A

ginginPlace"実 現に直結 した研究課題なのである。

本稿ではこうした問題意識にもとづき,後 見人の支援
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を通 して,ど のよ うにして本人の居場所が確保 され,い

かなる生活空間/居 住環境が形成 されてい くのかを,5

つの事例検討 を通 して明らかにする。具体的には,本 人

の住環境支援 において成年後見制度が果たす機能を(1)

「住まい」の確保,(2)居 住環境の整備,(3)居 住生活に

及ぼす影響,の3点 か ら分析する。そ して,成 年後見を

用いた高齢者の住宅計画について,地 域資源を生かした

「住まい と町の住みこなし」の観点から考察 していく。

2.成 年後見制度 とは

成年後見制度 とは,判 断能力への支援 を必要 とす る認

知症高齢者 ・知的障害者 ・精神障害者に対 し,家 庭裁判

所によって選任 された成年後見人が,そ の財産管理 と身

上監護(生 活全般にわたる契約行為の代行)を 本人に代

わって支援す る制度であ り,2000年 から施行 されている。

成年後見制度は民法上の法定後見制度 と,任 意後見契約

法による任意後見制度から成る。法定後見制度は法律上

の根拠 を民法典第1編(7条 か ら21条)と 民法典第4編

(838条 か ら876条 の10)に お く。任意後見制度は特別

法 「任意後見契約 に関する法律」(任意後見契約法)に も

とつ く 【図2-1】。以降の分析では,法 定後見の後見類型

(事例A・B・C)と,任 意後見(事 例D・E)を 扱 う。
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図2-1成 年 後 見 制 度 の 概 要(主 査 作 成)注1)

法定後見制度は,判 断能力の不十分な者(認 知症高齢

者 ・知的障害者 ・精神障害者)を 対象 として,本 人や4

親等内の親族,市 町村長などによる家庭裁判所への申立

てを経て選任 された成年後見人が,本 人の財産管理(悪

質な契約からの保護等)と,生 活 に関わる契約行為(身

上監護)を 行 う。 これには残存する判断能力の程度に応

じて成年後見,保 佐,補 助の三類型がある。任意後見制

度は,判 断能力が低下す る前に,み ずか らが後見事務 の

委任を希望す る者 とあらか じめ(公 正証書による)契 約

を結び,将 来の判断能力の低下に備えるものである。

成年後見人は,親 族が担 う場合 と親族以外の第三者が

選任 され る場合 とに大別 され る【図2-2】。この背景には,

成年後見の担い手をめぐり,本 人の財産 と生活上の意思

決定をだれが行っていくのが望ま しいのか,と い う問い

が内包 されている。2012年 以降,第 三者が後見人に選任

される割合が親族 を上回るよ うになった。 ここには家族

構造の変化や家族規範の変化に加え,親 族間の住まいの

物理的距離 を広げる都市化やグローバル化の影響な どが

あ り,さ らに直接的には本人の家計管理の担い手に相応

しいのは,同 居親族よ りも第三者の専門職であるとする

家庭裁判所 の判断がある注2)。

結果,現 在では第三者の後見人(以 下,第 三者後見人)

が7割 以上を占め,そ の約9割 が専門職後見(受 任件数

順に司法書士,弁 護士,社 会福祉士,行 政書士等)で あ

る。 ほかに,第 三者後見人には法人後見や市民後見の形

態があり,そ のアクターとして,社 会福祉協議会やNPO

法人,生 活協同組合などがあるが,こ れ らの選任比率は

低迷 してお り,社 会福祉協議会821件,市 民後見人224

人,そ の他法人1,185人,そ の他個人169人 とい うよう

に,あ わせても1割 未満 に留まる文1)。
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画
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図2-2第 三者後見人の類型(主 査作成)

3.問 題設定と先行研究の検討

高齢者が最期まで 自宅や地域で暮 らしていくための条

件を明 らかにす るため,本稿は成年後見制度に着 目す る。

地域包括ケアシステムでは,可 能な限 り住み慣れた地域

で,自 分 らしい暮 らしを人生の最期まで続けていけるよ

う,「地域の包括的な支援 ・サー ビス提供体制」を2025

年までに整備す ることが 目指 されている。団塊の世代が

後期高齢者(75歳)と なる頃に,日 常生活圏(30分 以内

の中学校区)で,在 宅医療 ・在宅介護サービスの提供ネ

ットワー クを整えること,さ らに,そ の前段階 となる生

活支援 ・介護予防については,地 域包括支援センターを

設置 して対応す るとい うものである。 この地域包括ケア

システムでの,成 年後見の機能についてはそれが果たす

役割の重要性に比 して,そ れほど着 目されてこなかった。

建築計画学者の大月敏雄は,「超高齢社会をめぐる課題



の一つに 『老後の安心』」があるとし,そ れを形成す るた

めの要素 として 「家族資源」「地域資源」 「制度資源」の

3点 を挙げている。そ して,こ の3つ の要素を適切に組

み合わせながら「住まいを住みこなす」「町を住み こなす」

ことが重要だと述べてい る文2)。

本稿の分析 においても,こ の立場を受け継ぎ,後 見人

による居住環境支援をこれ ら3つ の要素か ら把握す る。

「家族資源」「地域資源」「制度資源」がグラデーション

をもって扇面のよ うに広がっていると考えるとき,そ の

要に位置す るのが後見人である。そ して後見人の居住環

境支援 とは,こ れ ら3つ を組み合わせた(家 と町の)「住

みこな し」の采配にあると本稿では捉 えるからである。

以降では,判 断能力が不十分になっても,ま た必ず し

も 「家族資源」が十分ではな くとも,住 み慣れた地域の

なかで,認 知症高齢者が暮 らし続 けられる住環境の実現

に,後 見人がどのように関与 し,貢 献することが可能で

あるのかを,事 例研究を通 して明 らかに していく。

4.事 例研究における分析基準 ・倫理的配慮 ・事例概要

4.1分 析基準の提示

一般財団法人高齢者住宅財団は 「地域 のなかで住まい

続けるための支援」を「住まい方の支援」と表現す る文3)。

ここでの住まい方の支援 とは,具 体的には 「適切な住ま

いのあっせん,マ ッチング」「『生活の互助』の形成」「『地

域 との互助』の形成」「利用者の心身の状況の変化にあわ

せた継続的な 『相談 ・生活支援』」のことを意味する。

これ によ り,本 人が地域で安心 して住 まい続 けられる

居住環境を提供 し,家 主等 に対 しては安心 して貸 し続 け

られる状況を構築 し,地 域 に対 しては新 しい住まい方の

選択肢 と安心の拠点を提供することが目指 されている。

本稿では,建 築計画的な視点か ら5つ の事例を分析 し,

後見人の居住環境支援の機能を析出 してい く。本稿での

建築計画的視点 とは,大 月が論 じるよ うに,地 域資源 を

活用 しながら 「町の中の一定の範囲」を移動 し,地 域で

暮 らし続ける 「ゆるい定住」のことを指す文4)。そ して後

見人の支援を住まい と地域の関わ りから把握 し,高 齢者

の住まいを計画す るうえでは,そ れを上述の建築計画的

視点から捉えていくことが重要になることを主張す る。

4.2倫 理的配慮

後見人による支援 に関す る事例調査は,親 族関係 を含

めた財産管理 と生活の処遇決定の有 り様 を明らかにする

ことになるため,プ ライバ シー上の制約 をともなうこと

が多い。加えて,成 年後見制度の利用者 は,判 断能力が

不十分であり,本 人同意のあり方にも通常の研究 とは異

なる慎重 さが求められる。後見人の判断が重要な意味を

もつ ことになるが,他 方で後見人には守秘義務 もある。

そ こで本稿では,本 人の死去にともなってすでに支援

が終了 した事例や,主 査の研究協力者 である後見人等が

プライバシーに関する情報に匿名化の処理を施 し,事 例

検討会やセ ミナー等で発表 した事例 を扱 う。

以降では,法 律事務所や成年後見センターおよび福祉

クラブ生活協同組合成年後見サポー ト・ワーカーズコレ

クティブ等の協力を得て,ヒ ヤ リング調査を実施 した5

事例 を分析対象 として取 り上げる。各事例につき2時 間

ほどの半構造化インタビューを実施 した。

4.3分 析事例の概要注3)

第1事 例(以 下,事 例A)は,弁 護士事務所による法

人後見のなかで,本 人の居住環境支援が行われたもので

ある。ポイン トは,居 所移動を ともないながら,地 域の

なかで,本 人の希望に沿った条件に適 う住まいを確保 し

ていった点にある。第2事 例(以 下,事 例B)は,後 見

人が本人宅の住宅改修 ・修繕を実施 し,ハ ー ド面か ら居

住環境を形成 し,さ らに,後 見人が地域住民とのネ ット

ワーク関係 の修復 と再生を試みるものである。第3事 例

(以下,事 例C)は,後 見人が在宅介護サービスを最大

限に導入 し,ソ フ ト面か ら居住環境 を形成 していくもの

である。第4事 例(以 下,事 例D)で は,後 見人の生活

支援 によって居住環境が形成 されていくものであ り,第

5事 例(以 下,事 例E)は,任 意後見制度を利用 して最

期まで 自己決定に貫かれた地域生活 を保証する支援を取

り上げる。 なお事例Aか らEは 後見人の居住環境支援を

通 して,環 境移行水準の激 しいものか ら緩やかなものへ

と順 に並べ られている。

5.事 例分析

5.1事 例A民 間賃貸集合住宅(法 定後見 ・弁護士法人)

①支援 まえの状況 法律事務所が法人 として後見人 に

選任 され,本 人の居所移動が必要 とな り,本 人が大切に

するペ ットとの暮 らしを実現できる住まいと生活環境を

後見人があ らたに確保する事例である。Aさ んは80代 の

女性で認知症があ り,要介護1でADLは 自立している。

年金 を受給 しなが ら民間アパー トに長年ひとりで暮 らす。

②支援に至るまでの経緯2013年10H,大 家から民生

委員 を経 由して,地 域包括支援セ ンターに連絡が入った。

すでに俳徊や家賃滞納がみ られる状況だった。食べもの

に困 り,電 気が止まるといった状況で,Aさ んはペ ット

のチワワを大切に しなが ら暮 らしていた。地域包括支援

センターの担当者が付 き添い,病 院で受診 した ところ,

認知症(長 谷川式認知症スケールでは14点,中 度)と の

診断があ り注4),しばらくは地域包括支援センターの職員

が毎 日訪問 していくことになった。

③成年後見制度の利用 地域包括支援セ ンターにて市

町村長申立てによる成年後見制度の利用申請を準備 した。

地域包括支援セ ンターか ら法律事務所に 「成年後見人等

候補者」の打診があり,続 いて家庭裁判所を通 して法律



事務所 に成年後見の受任依頼があった。Aさ んには4人

の子 どもがいたが,長 年交流もなく,全 員他県に住んで

いた。Aさ んには月75,000円 の年金があり,生 活扶助部

分のみ生活保護 を受けていた。

2014年11月,法 律事務所が後見人に選任 された。市

町村による成年後見制度利用支援事業の適用を受けたこ

とによ り,後 見人に対す る報酬はAさ んの家計支出から

ではなく公費か ら支出され ることとなった。

④居住環境支援 後見人に選任 された法律事務所は,そ

れまでの契約 をすべて整理することにした。大家から家

賃未納や建物の老朽化から立ち退いてもらいたい との要

求が出されていたので,新 たな住まいを探 してい くこと

になった。 ところがペ ットのチワワを受け入れて くれる

グループホームがなかなか見つか らない。 しか しAさ ん

に とってペ ッ トはかけがえのない存在だったので,ペ ッ

トとの同居が可能なアパー トを見つけるしかない。

⑤住まいの確保 日中は外で介護 を受 け,夜 帰る場所と

しての候補先 を探 し続けた結果,後 見人は近隣のアパー

トをあらたに賃貸契約 し,入 所施設ではなく介護保険の

在宅サー ビス(小 規模多機能型居宅介護)を 利用 して生

活することになった。もとの住まいから車で数分の,生

活エ リアは異なるものの,土 地勘のある地域であった。

⑥見守 り支援 後見人は,本 人がこれまで と同 じ地域で

ペ ットと暮 らせる居住環境 を整えた。現在では,日 中は

小規模多機能型施設で過 ごし,夜7時 頃にアパー トに帰

るとい う生活 を送っている。食事はすべて小規模多機能

で食べるか自宅に配食 され,風 呂も小規模多機能で入る

な ど,生 活全般にわたる支援がなされている。(2015年

8月6日 お よび9月7日,法 律事務所にて聞き取 り)。

高齢者住宅財団の住まい方支援の整理でい う 「適切な住

まいのあっせん,マ ッチング」に相 当するものである。

すなわち,本 人の居所 として適切な場所を探 し,契 約す

る機能が後見人の居住環境支援 として導かれる。ただし,

後見人の支援を通 しては,本 事例 と逆のパターンも起 こ

りえることに留意 しなければな らない。後見人が選任 さ

れたことで,本 人の意思に反 して本人の居所が住み慣れ

た場所から移 される可能性も考えられるからである注5)。
"A

ginginPlace"の 観点か らは,本 人の意思を汲み

取った後見人により,地 域資源 を活用 し,新 規の賃貸ア

パー トの契約 と小規模多機能型介護 を組み合わせ,地 域

内に住み続 けることを実現 した事例 として捉えられよう。

この際,過 去の空間で居住者の愛着のあった場所が,支

援後にどのように して住みこなされていったのかとい う

ことが重要なポイン トとなる。そこで後見人による居住

環境支援か ら一年が経過 したところで,追 加調査を実施

(2019年2月3日)し た ところ,本 人が出かけそ うにな

ると敷地内の小規模多機能の職員が声掛けして施設へ誘

導する等,地 域での見守 り支援体制のなかで,お だやか

な生活を送ることが可能になっていた。小規模多機能型

居宅介護を利用するよ うになってから,自 分の居場所が

できたことへの安心感が生まれ,ペ ッ トへの執着が徐々

に減 っていった。本人の言葉ではペ ッ トへのこだわ りと

して表現 され,発 信 される不安 とい う心理を読み解き,

安心できる生活環境 とその居場所をつくりだすことこそ

後見人の居住環境支援なのである。

本事例では,家 主の希望により,本 人の居所が変わる

ことになった。民間賃貸集合住宅だったためである。次

節では戸建持家での後見人の支援事例について検討する。

事例Aに ついての分析と考察

本事例では,認 知症高齢者がそれまで居住 していた民

間アパー トの未納家賃を後見人が精算 し,そ れを引き払

い,新 たな居場所を探す ところか ら後見人の支援が始 ま

った。その際,後 見人は以下のことに配慮 した。住み慣

れた地域で可能な限 り自立 した日常生活 を送 ることがで

きること,そ のために小規模多機能型居宅介護を利用 し,

日中は居宅外で介護サー ビスを受け,夜 は自宅でペ ッ ト

とともに暮 らす とい うこれまでの延長線での生活である。

こうす ることで,後 見人は本人の居住環境の変化を可能

な限り少なくしている。なかでもAさ んの生活において

重要な存在だったペッ トと暮 らせ ることを重要な要件 と

して思料 した結果,入 所施設や グループホームではな く,

賃貸住宅を契約 した。単に安全で清潔な本人の居所を確

保するだけでな く,こ れまでの地域生活 を維持 しなが ら

同時に本人の思いを叶えようとする選択 には,住 環境 に

対する後見人の価値観があらわれていると考え られ る。

これ ら一連の後見人の居住環境支援は,一 般財団法人

5.2事 例B戸 建持家(法 定後見 ・NPO法 人)注6)

①支援まえの状況Bさ んは91歳 の女性であり,要 介

護3の 認知症(長 谷川式簡易知能評価スケールでは7点,

重度)で ある。移動 ・食事 ・更衣 ・排泄 ・入浴等の 日常

生活動作(ADL)は 自立。夫は逝去 してお り,長 男が

同居 してお り,長 女が近所に住んでいる。老齢年金が.月

に75,000円,加 えて1,000万 円ほ どの預貯金がある。

②成年後見の利用に至るまでの支援2013年2H,近 所

に暮 らす長女からBさ んおよび長男が生活に困っている

ので支援 して欲 しい との連絡が市の高齢福祉課に入った。

行政と地域包括支援セ ンターが訪問し,二 人で生活 して

いる状況を確認。介護保険サービスを利用せず,経 済的

に困っているとい うが,Bさ ん名義の土地が近隣に複数

あることが分かった。長男は無職で多数の借金があ り,

過去に精神病院の入院歴があるな ど,障 害があることも

疑われるが,診 断書はなく障害者手帳 も所有 していない。

2013年6.月,市 の税務課から高齢福祉課に連絡があり,

Bさ ん名義の土地が500万 円で長男によって売却 された



ことがわかる。2013年7月,熱 中症によりBさ んが入院。

地域包括支援センターが介護認定を申請 して,介 護保険

サー ビスの利用を勧 めたが,長 男は 「お金がかかるか ら」

との言葉で介護保険制度の利用を拒否 した。長男によれ

ば,土 地の売却で得た資金 はすでになく,借 金の返済や

電化製品の購i入などに使った とい う。

③成年後見制度の利用2014年2月,未 納により水道を

止めるとの連絡が行政に入 り,地 域包括支援センターが

訪問す ると,極寒劣悪な居室で失禁状態のBさ んを発見。

行政が長男の介護放棄だと判断 し,特 別養護老人ホーム

(以下,特 養)の シ ョー トステイに緊急措置入所 した。

経済的虐待 もあると判断されたことか ら,市 長申立て

によ り,成 年後見制度を利用することになり,NPO法 人

の成年後見センターが法人 として後見人に選任 された。

シ ョー トステイに措置入所 中のBさ んが「家に戻 りたい」

とい う強い希望をもっていることを受けて,後 見人は,

どうすれば在宅に戻れるかを検討 していくことになった。

④ケアの処遇決定 特養か ら自宅に戻 るためには,本 人

の見守 り体制 をどうするのかが一番の争点になった。築

50年 の 自宅はゴミ屋敷状態であ り,措 置中に起きた長男

の小火で屋根の一部が焼け落ち,Bさ んがす ぐに戻れる

環境ではなかった。 トイ レ,浴 室,台 所 は使えない状態

であり,また 自宅内や外出時には転倒の危険性もあった。

後見人 は,「 ここには自由がない」 「ひまをくれない」

「早 く家に帰 りたい」「畑や仏壇などや ることがた くさん

ある」とい うBさ んの強い希望を受けて,後 見人は,住

環境を整備 し,介護サービスの導入 し,親族や民生委員,

近隣住民の理解 と協力があれば,自 宅に戻れると考えた。

⑤住宅改修 ・修繕 在宅復帰への周辺アクターの意見

後見人は,本 人,親 族,特 養相談員,介 護者,看 護師,

ケアマネジャー,民 生委員等,Bさ んにかかわるアクタ

ーを集 めたケース検討会議 を計4回 開催 し,本 人が自宅

に戻るための条件について議論 した。認知症高齢者が在

宅で生活す るリスクを共有 し,そ れぞれが協力 し,そ の

リスクをいかに分散 していけるかを検討するためだった。

ところが,Bさ んを取 り巻 く親族 と支援者はBさ んが

自宅に戻ることに以下の理 由を挙げて反対 したのだった。

【長男】 市役所が勝手に連れて行ったのだか ら,も う

自分には関係ない。

【長女】 施設で暮 らした方が安心であるので,本 人が

帰 りたい といっても,こ のまま施設にいてもらいたい。

近所に住んでいるが,自 身の体調不良もあり手伝えない。

90歳 を過ぎて 自宅をリフォーム しても,い っまで 自宅で

暮 らせ るのか分からない。結局無駄になるのではないか。

【特養相談員 ・介護者 ・看護師】 施設入所者の多 くが

「家に帰 りたい」 とい うが,自 宅に戻 ると転倒 リスクが

高く,認 知症 による迷子や戸外で転倒する可能性 も懸念

され,特 養か ら自宅に戻るとい う選択 には賛成できない。

【ケアマネ ジャー】 認知症であり,自 宅 もす ぐに戻れ

る状態にない。長男からの虐待 もあ り,長 女か らの協力

も難 しく,地域か らも受け入れ られていない状況のなか,

特養か ら自宅に戻るとい う理由について納得がいかない。

【民生委員】 以前に火災 を起 こしていることもあり,

近隣か らは警戒 されている状況である。 もし自宅に戻る

のな ら,せめて台所をガスではなくIH式 にして欲 しい。

このよ うに,家 族 も専門職 も近隣住民 も反対す るなか

で,Bさ んのどうしても 「自宅に帰 りたい」とい う強い

希望を受け止めた後見人は,最 終的に,(1)Bさ んの居

場所 を特別養護 老人ホームから自宅に戻す とい う決断 し,

(2)160万 円をかけてゴミを廃棄物 として処分 し,介 護保

険制度の住宅改修 を利用 しなが ら,自 宅を350万 円かけ

て修繕 した。具体的には,玄 関での手す り,段 差解消の

踏み台,ト イ レまでの動線を確保す る廊下の手す りなど

を設置 し,ト イレを改修 し,台 所をIH化 した。(3)ホ

ームヘルプ,デ イ,配 食サービスなどの在宅サービスを

大幅に導入 した。 さらに,Bさ んの在宅生活には,地 域

での見守 りが不可欠であると考え,(4)近 隣関係 を修復

し,自治会や消防団の協力 も得て見守 り体制を構築 した。

⑥在宅サービス導入 と地域ネッ トワークの修復 ・再生

自治会に挨拶に行き,自 治会費を納め,見 守 りを依頼

した。また民生委員の仲介により,近 隣への挨拶 し,B

さんの状況を説明 して見守 りを依頼 し,さ らに(行 政を

通 して)消 防署か ら地域の消防団に見守 りも依頼 した。

これ らによっても24時 間見守ることができるわけでは

ないが,認 知症高齢者が地域で生活するには,多 少のリ

スクがあることを受け入れて支援 していかなければなら

ないことを周囲に理解 してもらえるよう説得 して回った。

上述よ り3年 が経過 し,Bさ んは94歳 となったいまも,

自宅で元気 に生活 している。Bさ んの要介護度は3年 前

の要 介護3か ら現在 は要介護1へ と大 き く軽減 した

(2018年2H20日,成 年後見センターにて聞き取 り)。

⑦地域資源 としての施工業者に よる見守 り支援 追跡

調査の一環として施工業者へのインタビュー調査を実施

した。施工業者によれば,高 齢者の住宅改修について特

別な知識はなかったが,本 人が少 しでも安心 して安全に

暮 らせることを第一に考え,住宅改修・修繕を実施 した。

施工工事か ら一年が経過 した現在でも水回 りや庭木の

勇定,蜂 の巣の駆除など,日 々発生するさまざまな問題

について,そ の都度,後 見人か らの連絡を受け,す ぐに

対応 している。施工業者 も本人の住まい と生活を支える

地域資源のひ とつになっている(2018年2月20日,施

工会社にて聞き取 り)。

事例Bに ついての分析 と考察

本事例では,Bさ んのお金を長男がBさ んの介護 に使

お うとせず,介 護保険サー ビスを利用 させ ないことから,



経済的虐待であるとし,Bさ んに後見人が選任 された。

後見人は,周辺アクターを集 め,ケース会議を設定し,

認知症 になっても地域で暮 らせる方法はないか,全 員で

考えてもらうよう提起 した。成年後見制度には,本 人の

ケアを家族だけで決 めるのではなく,ひ ろく関係者間で

「協議 していくこと」が埋め込まれていることが分かる。

すなわち,成 年後見の社会化には,従 来閉じられてきた

ケアの処遇決定の場を社会 に開かれたものにしていく機

能が内包 されている。成年後見のポイン トがここにある。

住宅改修 ・修繕にあたっては,な るべく家にお金 をか

けたくないとい う長女の意 向と,し かし本人の預貯金を

本人の思いを叶えるために使 うべきだと考える後見人と

の間に乖離がみ られた。また,各 種専門職や民生委員も

それぞれの立場から反対の意見を述べた。長女の意見の

ように,年 齢的にもどのくらい在宅での生活が続けられ

るかといった点では悩んだが,最 終的に,介 護保険制度

の住宅改修 と最低限の修繕 を実施 し,自 宅で生活できる

ところまで本人の居住環境 を整えることを決断 した。 こ

のよ うに,本 人にかかわる身体的 ・金銭的な リスクを承

知 して,そ れでも自宅に戻るとい う決断ができたのは,

支援者の後見人 とい う立場 ゆえである。第三者の後見人

が選任 された以上,本 人のことに関す る最終的な責任者

が家族か ら後見人に移行 しているか らである。 こうした

決断は,親 族以外のアクター(ケ アマネジャーや行政)

では難 しい。住宅改修 ・修繕の契約をし,本 人の財産か

らその費用を支出するとい う決定は,後 見人であるから

こそ可能 となる,後見人特有の居住環境支援 なのである。

後見人はさらに,家 族関係 の再構築,お よび近隣住民

との関係性の修復 と再生 も後見人は試みた。まず長男と

の関係では,後 見人は長男が母親 を虐待 していた意識 は

なく,長 男な りに介護をしているつも りだったことを重

視 した。そ して安易に長男 を母親か ら引き離すのではな

く,母 親にとっても長年一緒に暮 らして生きた長男 と同

居を続 けるのが 自然なことであると考 え,長 男の問題解

決まで視野に入れた支援をおこなった。後見人は本人に

対する支援を行 うものであ り,長 男への対応は,後 見人

としての職務範囲を超えるものであったが,本 人にとっ

て長男が近 くにいることは生活の一部であり,そ れ を整

えることを含 めて本人の住環境支援だと後見人は考えた。

近隣住民 との関係性については,庭 木 の手入れ不足に

より隣家への庭木の侵入,あ るいは下水 の隣家への流れ

込み等の迷惑行為が放置 されてきたことによ り,地 域住

民から孤立 した状態におかれていた。そこで,庭 木の手

入れを後見人が手配 し,小 火の心配にはIH対 応の台所

に リフォームし,かつ消防団による夜警を依頼す るな ど,

近隣からの理解 を得 られ るように した。民生委員を通 し

て後見人が隣家に挨拶 し,自 治会の会費を支払 うなど,

地域での関係性を再構築 していった。住宅改修 ・修繕を

お こなった施工業者にも本人の在宅生活を見守る 「地域

資源」のひとつ として,協 力 して もらえるようにした。

以上により(1)自 宅に戻 ることへの(居 所についての)

意思決定支援,(2)自 宅に戻って生活 してい くための住

宅改修 ・修繕(ハ ー ド面の対応),(3)自 宅に戻ってか ら

の見守 り体制の構築(ソ フ ト面の対応),と いった3つ の

要素か ら後見人の居住環境支援 を捉 えられ ることを発見

した。高齢者住宅財団の 「住まい方の支援」に照 らせば,

「『生活 の互助』の形成」「『地域 との互助』の形成」が後

見人の居住環境支援の機能 として導出されたことになる。

さいごに,同 じ地域で暮 らし続けるとい う視点か らは,

どのように捉えられるだろうか。本事例では,後 見人の

居住環境支援を通 して,自 宅に戻 り,こ れまでの生活を

取 り戻す ことで,結 果的に要介護度が軽減 されるな ど好

転 したが,事 故につながる可能性 もあった。本事例 を
"A

ginginPlace"の 好例 と捉 えてよいのだろうか。

Bさ んにとっての 「自宅」とは,畑 の世話,ご 先祖様

の供養,台 所仕事をす ることな どを 日々の務めとし,そ

れ らを果たすことによって 自身の生 きがいを得 られるも

のだった。後見人は本人とのコミュニケーシ ョンか ら居

場所 についての本人の意思 と希望を読み取っていた。

改修前は自立していたこと(ト イ レ,台 所仕事,掃 除

など)が難 しくな り,失禁やゴミが溜まるといった状況が

続いていた。改修手法そのもの(ゴ ミの撤去,手 す りの設

置,段 差解消,滑 り防止,ト イ レの洋式化,IH化 等)

は標準的な内容でありなが ら,移 動 ・排泄 ・調理 とい う

日常生活の困難 とリスクを確実に軽減 させ るものだった。

改修後は,ホ ームヘルプサービスを受けながら,ト イ レ

に行 く,台 所仕事をす る,畑 の世話な ど,こ れまで果た

してきた日々の務 めを,以 前と同様 に行 えるよ うにな り,

本人は 自尊心を回復 していったのである。

そのよ うに考えると,本 事例での後見人の リフォーム

は在宅生活 をす るうえで必要最小限のものでありなが ら,

他方,こ れまでの本人の生活様式を尊重 し,「住まいを住

み こなす」のに必要十分なものだったことが分かる。本

人 とのコミュニケーションから住宅修繕のポイン トを洗

い出 し,高齢者の暮 らしに理解ある施工業者を探 し出し,

本人の意向が最大限に反映 される改造を依頼 したのだ。

それでは,住 み替えとい うリスクのより小さい方法に

よって回復 を目指す とい う選択肢 もあ りえたのだろ うか。

Bさ んが緊急措置入所 した特養では衣食住が確保 され

ていた。 しか しサー ビスの受益者である生活に生きがい

を感 じられず,「 家に帰 りたい」「ここには 自由がない」

「ひまをくれない」として居場所への不満 をあらわ した。

ここか らは,サ ービスが充実した施設 より,一 定の裁量

が与えられる場所で,生 活スタイルの断絶を防ぎながら,

本人の 自尊心を守る生活を実現することができるのなら

ほかの選択肢もあ りえたかもしれない。その場合であっ



ても,畑 仕事ができること,仏 壇 を持ち込めること,台

所を自ら管理 し,食 べたいものを自由に食べ る環境が整

えられていることな どが条件である。 これまでの暮 らし

と可能な限り地続きで,自 身の務 めを果たせ る環境の確

保が重要なのだ。本事例は"AginginPlace"の 実現に

は地域資源の選択肢の多様性こそが,な によ り重要な政

策課題であることを改めて浮き彫 りにするものである。

5.3事 例C公 営住宅(法 定後見 ・社会福祉士)

ソフ ト面か ら住環境を形成する事例

①支援まえの状況 本事例は,法 律事務所に所属す る社

会福祉士が(法 律事務所 としてではなく)専 門職個人の

立場から後見人を受任(専 門職後見)し,介 護保険制度

の上限を超えて在宅介護サー ビスを利用することなどを

決定 し,居 住環境を整えなが ら,最 期まで 自宅に住まい

続けることを可能に した事例である。

Cさ んは,90代 女性で未婚,公 営住宅で独居(要 介護

1,ADL自 立)で あった。3人 きょうだい(兄,姉,

Cさ ん)で あ り,長 年,姉 とふた りで暮 らしてきたが,

姉が亡くなってからはひ とりで不自由なく暮 らしてきた。

②成年後見制度 の利 用Cさ んに重度のアルツハイマ

ー型認知症の症状が出てくるよ うにな り,夜 間の不穏症

状をは じめ,幻視 ・幻聴の行為がみ られ るようになった。

Cさ んの銀行通帳 と印鑑の紛失が相次ぎ,金 融機関か ら

地域包括支援センターに連絡が入 り,地 域包括支援セン

ターが中心 となって,成 年後見制度の市町村長申立てを

行った。結果,2013年1月 に社会福祉士がCさ んの後見

人に選任 された。選任にあたって市役所 の高齢者福祉課

か ら打診があ り,申 立て目的 として,入 所施設契約での

「身元保証人」としての役割が期待 されてのことだった。

③居場所の決定 選任後,Cさ ん と面会 したが,Cさ ん

は瞬時にものを忘れて しま う。後見人のことを金融機 関

の職員だ と思い,銀 行からCさ んのお金 を自宅まで定期

的に届 けに職員だと認識 していた。Cさ んは大 口預金者

であり,1億5,000万 円ほどの預貯金 と国債があったか

らである。Cさ んの意向の聞き取 ると 「家で生活 したい」

との思いがあることが分かった。 これだけの預貯金があ

りながら,長 年公営住宅で節約 しながら生活 してきた理

由や本人の気持ちを後見人 は考えた。公営住宅のベ ラン

ダからは小学校の校庭が見えた。Cさ んは教員であった。

子 どもが好きだったのである。ひとりのときには孤独で

寂 しい時間もあるようで,Cさ んには自宅にいたい気持

ちと寂 しい気持ちの両方があるように感 じられた。近所

の ドアをノックし,「なにか下さい」とい うなど夜間せ ん

妄の症状により近所か らの苦情 も出ていた。皆で一緒に

暮 らせ る場所 もあることを説明し施設見学も案 内したが,

「お世話になるとして もだいぶ先だわね」 との意思表示

があった。 よって寂 しさを軽減 させ,在 宅で不穏にな ら

ずに過ごせ る居住環境の整備が当面の支援 目標になった。

④介護保険サー ビスの導入 多額の財産があったので,

介護保険に加えて 自費サー ビスを最大限に活用 しなが ら,

在宅生活を維持 していくことに した。後見人の選任以前

は,デ イサービス(9時 半～15時 半)を 週3回,ホ ーム

ヘルパー(1時 間)を 週2回 利用 していた。だれ とも会

わずに寂 しい気持ちを抱く日がないよう,ま た空腹か ら

近所 を訪ねて しま うがないよ う,デ イサービスの利用を

週6回 に増や した。ホームヘルプサービスも食事部分の

援助 を中心に毎 日(1時 間)利 用できるように手配 した。

こ うして,介 護保険の利用限度額はデイサービスのみで

使い切 り,追 加でのホームヘルパー分は全額自己負担で

対応 した結果,介 護保険制度の利用に ともな うひと月の

サービス利用料は17万 円になった(2015年10月19日,

法律事務所 にて聞き取 り)。

事例Cに ついての分析 と考察

本事例では,認 知症により,夜 間の不穏症状,通 帳や

印鑑の紛失があ り,金 融機関か ら地域包括支援セ ンター

に連絡があ り,成 年後見制度の利用につながった。 日常

生活 において預貯金の引き出し,あ るいは振 り込み行為

は,地 域で生活 していくうえでもっとも基礎的な行為の

ひ とつだが,ひ とりで暮 らす認知症高齢者は,こ の点が

最初の課題 となることが多い。 ゆえに地域金融機関の窓

口担当者は地域で認知症の疑われる高齢者の存在をいち

早 くキャッチできる立場にある。 しか し,金 融機関の側

でも顧客である高齢者に対 し,認 知症の恐れがあるとは

いいづ らく,発 見が支援機関につながることは少ない注7)。

後見人は,Cさ んがひとりで寂 しさを感 じているので

はないかと考え,Cさ んと一緒に施設 を見学するが,C

さんが施設での生活を望んでいないことを察 した。 さら

に後見人はベランダから見える小学校 の校庭がCさ んに

とって重要な意味をもっていることに気づいた。 こうし

た点が 「住 まいと町の住みこな し」 を考えるうえで重要

になる。大月によれば,団 地に住ま う高齢者 に自分の居

場所だ と思える場所はどこかを尋ね ると 「午後三時 くら

いの家のベ ランダ」 と答える人が多い とい う。それは近

くの小学校か ら子 どもたちが帰る時間帯であ り,帰 宅す

る小学生をベランダから眺めるのが高齢者にとって一番

の楽 しみになりうるからである文5)。後見人の居住環境支

援においては,こ のよ うに空間 と住まい手の関係を考慮

した実践がなされることが望ま しい。

本人がそこに住ま う理由に気づけることは,後 見人の

居住環境支援において決定的に重要なポイン トとなる。

当初,後 見人に期待 されたのは入所施設契約での 「身元

保証人 としての役割」であったが,後 見人はいまある住

居で,在 宅介護サー ビス量を最大限に増や しながら住ま

い続 けていくことを選んだ。その結果サービス利用額の



一部は全額 自己負担 となり
,毎 月17万 円にも及んだが,

本人にはそれ を払える十分な資力があ り,そ れを用いて

限界まで在宅生活の継続を支えることが,有 効な使い方

だ と判断 した。このように,全 額 自費での医療/介 護系

のソフ ト面でのサービスを大幅に導入することは,家 計

を担 う後見人によって,は じめて選択できたことだった。

家計を預かる後見人に特有の居住環境支援の機能である。

5.4事 例D公 営住宅(任 意後見 ・生協法人)

本節で取 り上げるのは神奈川県東部で活動を展開す る

日本初の福祉専門生協 ・福祉クラブ生活協同組合(1989

年に横浜市で創設)が2008年 に立ち上げた,ワ ーカーズ

コレクティブ ・成年後見サポー トあうんによる任意後見

の支援事例である。 ワーカーズコレクティブ(W.Co)と

は,地 域の住民が自ら地域に必要なサー ビスを創 り出 し,

また自身を含む組合員に提供することを通 じて,地 域社

会に貢献 しようとする事業体である。 ワーカーズ コレク

ティブは,福 祉 クラブ生活協同組合(以 下,福 祉クラブ

生協)内 にある任意団体であり,福 祉 クラブ生協 と対等

な契約(双 務契約)を 結ぶことで成立 している。

福祉 クラブ生協の理念は,組 合員同士が,自 身が住み

慣れた地域のなかで,助 け合いなが ら自分 らしく暮 らす

ことであ り,在宅福祉の充実に力を入れて活動 してきた。

本節で取 り上げる成年後見事業 もまた,そ のようにして

生み出されたワーカーズコレクティブの活動のひ とつで

ある。高齢社会の課題解決 を他者 に委ねることな く自ら

の手で生み出すことをテーゼ としてきた,福 祉 クラブ生

協の成年後見事業においては,い かなる特徴や性質がみ

られるのか。以降では,居 住環境支援の観点か ら福祉 ク

ラブ生協の成年後見事業について検討 していく。

分析対象 ・方法 ・倫理的配慮

本項で紹介するのは,担 当ワーカーの支援記録から浮

かび上が らせた事例である。分析 にあた り,主 査 も同行

訪問した。Dさ んはすでに判断能力が低下 し,本 人から

本調査への協力についての同意を署名で得ることは難 し

い。代わりに福祉 クラブ生協W.Coあ うん理事会において

調査協力についての同意を得た。分析対象 となる支援記

録は2016年6月 から2017年IEに かけてのものである。

以下では,こ れに匿名化の処理 を施 した うえで記述する。

①支援まえの状況Dさ んは78歳 であ り,妻 と神奈川

県内の高齢者向け優良賃貸住宅に暮 らしていた。Dさ ん

は定年退職 し,月 に約21万 円の年金がある。預金は500

万円ほどである。妻が亡くな り,Dさ んは福祉 クラブ生

協W.Coの ホームヘルパーの家事支援 を利用 しながら,週

に4回 は,福 祉 クラブ生協W.Coの デイサービスに通 う。

子 どもはなく,親 族 には実兄夫婦がいるのみである。

②支援に至る経緯 福祉 クラブ生協W.C・ のケアマネー

ジャー(以 下,ケ アマネ)か ら連絡があった。ケアマネ

によれば,Dさ んは要介護1で あり 「お金の管理を して

くれる人が必要になっている」 とのことだった。実際に

面会 したところ,Dさ んは認知症だと思われた。 このた

め,す でに判断能力が不十分だ と,公 正証書による契約

はできない可能性があった。 しか しながら,遠 方に居住

するDさ んの兄夫婦が契約の締結を切望 したため,重 要

事項について説明 し,契 約締結のため,総 合支援契約 と

死後事務委任契約書にDさ ん本人から署名 してもらった。

③成年後見制度の利用(公 正証書作成)に 向けた支援

公正証書の作成に向けて準備を開始 した。本籍確 認 のた

め,Dさ んと一緒に市民センターに行 き住民票 と戸籍謄

本を入手 し,公証人に電話 し公正証書作成の予約をした。

Dさ ん宅で免許証な ど身分証明書類 を確認 し公証役場に

向か う。公証人か らは本人に対 して様々な質問がなされ,

公証人の説 明を最後まで聞いたDさ んは署名 し捺印 した。

④居住環境支援 居所は変更せず,で きるところまで,

現在の生活 を継続 していくための支援 を開始することに

なった。Dさ んの携帯電話の短縮発信番号1に 担当ワー

カーの携帯,2に ケアマネ,3に 実兄の番号を登録 した。

⑤見守 り支援 福祉 クラブ生協のケアマネ と情報交換

するなかで,泌 尿器科への同行 を依頼され る。保険証を

確認 し,泌 尿器科の受診 に同行。医師に任意後見受任者

であることを説明 し,Dさ んは服薬管理ができないため,

薬の量を最小限に してもらうように依頼す る。本人宅に

戻 り,薬 を所定の ところに入れる。Dさ ん宅で財産 目録

の作成 と収支計算を行 う。任意後見受任者が定期訪問し,

薬の管理について確認する。食器を洗ったところ,急 須

の茶殻が腐 っていたので三角 コーナーに捨てるとタバコ

の吸殻がたくさんあった。途中か らホームヘルパーに交

代 してもらう。アル コールは医者にとめられているはず

だが,冷 蔵庫のほ とんどが水 と酒類だった。

⑥地域で暮 らし続 けるための生活支援Dさ んか ら 「お

金がない」と電話があ り,Dさ ん と一緒にATMに 行き,

7万 円を引き出してDさ んに渡す。月7万 円で生活する

のは無理だと本人は言 う。Dさ んは.月に15万 円を希望 し

ている。月に7万 円とい うルールを決めたが,正 月 とい

うこともあ り,今 回は10万 円を引き出して渡 した。別 日

に訪問 し,Dさ ん宅で郵便物を確認 し,Dさ ん とともに

病院に診断書を受け取 りに行 く。昼になりDさ んが 「ラ

ーメンが食べたい」 と言 うので,近 くの飲食店でともに

食事をす る(ワ ーカーの食事代は 自費)。 シ ョッピング

センターに車を停 めて,Dさ んの夕食 の買い物に付き合

った(2017年2月16日,Dさ ん宅にて参与観察を実施)。

事例Dに ついての分析 と考察

本事例は,生 協による任意後見事業を利用する組合員

の自宅での生活を,任 意後見受任者 となるワーカーズコ



レクティブのワーカーが全面的に寄 り添い,支 えていく

事例である。W.Coあ うんの定期訪問は月に一度であるが,

実際は本人に困ったことがあると逐次駆 けつけることに

なるため,ワ ーカーの負担 は非常に大きなもの となる。

しか し,ホ ームヘルプサー ビスやデイサー ビスを同 じ

福祉クラブ生協のワーカーズコレクテ ィブが提供す るな

ど,横 断的なっなが りを密 にすることによって,後 見人

だけに偏 らない重層的 ・複層的な見守 り支援体制を敷 く

ことが可能 となる。た とえば,本 人の生活面で気になる

点があれば,各 種のワーカーズコレクティブを通 じて迅

速に連絡が入 ることは,認 知症高齢者の地域での生活 を

成 りたたせ るうえで重要なポイン トである。また隔日で

のデイサー ビスを利用できていることも認知症高齢者の

在宅生活を成 りたたせる うえでは不可欠 な要素である。

市民後見の優位性が職住接近による頻繁な接触にもと

つく 「手厚い見守 りの実行可能性」にあることはこれま

でも指摘 されてきた文6)。生協の成年後見事業においては,

生協が提供す る家事介護や食事サー ビスを通 して,日 々

の見守 りを行 えるな ど,複 層的 ・重層的な見守 り体制を

無理なく構築しやすい。 ここに社会福祉協議会やNPO法

人の市民後見とは異なる生協の成年後見の優位性がある。

さらに,W.Coあ うんの成年後見事業の最大の特徴は,

徹底 した身上監護支援にある。法定後見で弁護士等の専

門職が後見人に選任 され ると,身 上監護部分はほかのス

タッフに任せ,後 見人はめったに本人 と面会することも

ない とい う事例もある。それは,身 上監護にかかる時間

コス トが専門職 としての報酬 と釣 り合わないためである。

地域包括ケアシステムを通 しては 「住 まい」 と 「生活

支援」の重要性が強調 されてきた。認知症によりまずは

「金銭管理,服 薬管理 ,家 事,買 物」などの手段的 日常

生活動作(IADL)に 支障が生 じる。 よって,ひ とり

暮 らしの認知症高齢者は 「身体機能に何 ら支障がなくと

も,生 活破綻の危機に直面することになる」。しか しなが

ら,今 日の介護保険サー ビスはそれ らに対 し 「対応でき

るよ うには設計 されていない」ことが指摘 されている文7)。

よって,金 銭管理,服 薬管理,家 事,買 物等に関して

家族資源に頼れない場合は,イ ンフォーマルサー ビスで

それを満たす必要がある。本事例では,ワ ーカーが成年

後見の身上監護支援 とい うかたちで,地 域包括ケアシス

テムでい うところの 「生活支援」を実施 していた。 とく

に,本 人 と一緒にATMに 行 き,出 金す るなど,金 銭管理

を本人とともに実行することを重視 していた。効率面で

は,そ れは事務的な負担を増大 させるものであったが,

これ も本人の地域生活に対する後見人の居住環境支援 に

おける価値観のあらわれだといえる。

またワーカーは本人宅を訪問するたびに,本 人の食生

活を確認 し,冷 蔵庫の中身 を把握 しておくなど,細 かな

情報収集を行 っている。受診する必要や緊急入院などが

あれば,ワ ーカーが医師に本人の身体状況を伝えるため,

本人の健康状態を把握 してお くことは後見人 にとって

「身上監護」の観点か ら,とても重要なことなのである。

認知症高齢者のひ とり暮 らしを支 えていくためには,

このような細やかな 「生活支援」の存在が不可欠 となる。

生協による成年後見ではそれを任意後見 とい うかたちで

実現 していた。 「地域生活における生活支援」もまた後

見人による居住環境支援 の一機能 として捉えられ る。

5.5事 例E戸 建持家(任 意後見 ・生協法人)

①支援 まえの状況 本事例 も福祉 クラブ生協 の成年後

見を利用 し,親 族に頼 らず地域での在宅生活を確保 した

例である。Eさ んは閑静な住宅街の一戸建てに独居する

84歳 の女性である。介護認定は要介護1で 介護保険制度

ならびに福祉クラブ生協の食事サー ビスや機能訓練を目

的としたデイサービスを利用 しながら,独 りで不 自由な

く自分 らしい暮 らしを送れていることに満足をしている。

②成年後見制度の利用Eさ んは夫 を亡 くしてす ぐに

福祉 クラブ生協に加入 した。Eさ んには子 どもがな く,

甥がEさ んの家を処分 し,自 分の ところに来るよ うにと

提案 してきた。Eさ んは甥がその資金を都合の良いよう

に使いたいとい う欲求があるように感 じ,疎遠になった。

生協であれば,そ うした不安 もな く,財 産を預けられる

と思い,生 協 との任意後見を契約 した。Eさ んは7人 兄

姉であり姪や甥 も多いが,か れ らの提案にしたが うと,

今までの自分の意思にもとつ く生活 を実現できなくなる

よ うに感 じ,Eさ んはみずからの永代供養 も済ませた。

③地域 で暮 らし続 けるための見守 り支援Eさ んは身

体的にも自立 しているため,定 期訪問による支援のみで

ある。月に一度任意後見受任者が 自宅に訪問 し,将 来の

判断能力低下に備 え,意 思決定支援 ノー トの作成を手伝

いっっ,Eさ んの 自宅での自立 した生活 を見守っている。

④ 自己決定を貫 くための保証 居住する自宅や預貯金

を法律にもとづき有効に処分 してもらうことなど,自 身

の最期を後見人に依頼す る。 こうす ることで,も しもの

ときでも,遠 縁の親族に頼ることなく,安 心 して地域で

生活 し続けることが可能になっている。いざとい うとき

に,身 元保証を含めW.Coあ うんに成年後見を任せ られる

ことが,Eさ んに とって,安 心 して地域生活を送 るため

の 「制度資源」かつ 「地域資源」 となっているのである

(2015年11E23日,Eさ んのご自宅で聞き取 り)。

事例Eに ついての分析 と考察一一成年後見と身元保証

本事例では,本 人が自宅での生活 を継続 していくため

に,遠縁 の親族ではなく,生協の成年後見に頼ることで,

自身の 自己決定を貫 くために成年後見を用いた。人生で

大切 に育んできた関係性 を,判 断能力が不十分になって

も維持 し,その関係性 に留ま り続けることは可能なのか。



こうした問いに対 し,共 同体による成年後見はひ とつの

考え方/答 え方を用意 しているといえそ うである。

多 くの場合,判 断能力が不十分になると,縁 のなかっ

た親族が呼び出 され,そ れ らのネッ トワークか ら突然離

脱させ られてしま うリスクがある。その意味で生協の成

年後見は,本 人が築いてきた関係性/連 帯のなかに,判

断能力が不十分になっても留ま り続ける機能を組合員か

ら期待 されていた。住み慣れた地域にいかに住まい続 け

るかとい う点か らみれば,こ れ もまた後見人による居住

環境支援の機能のひ とつ として捉 えられる。

個人化社会では,適 切な財産管理者や 「身元保証人」

の不在,親 族への不信,親 族 との物理的距離などによ り,

家族資源がかつてほ ど確かなものでなくなったいま,福

祉クラブ生協による成年後見は「転ばぬ先の杖」として,

高齢者の地域での暮 らしを支える機能を発揮する。

さいごに,高 齢者の居場所 と身元保証の関係 について

言及 しておきたい。一般に身元保証 と呼ばれるのは,(1)

病院 ・福祉施設への入院や賃貸住宅入居時の身元保証,

(2)在宅時の日常生活支援,安 否確認,緊 急時の連絡,

(3)本人が亡 くなった後の遺体の引き取 り,遺 品の処分,

葬儀等の死後事務を,ひ とつのパッケージとして提供す

るものであ り「新 しい事業形態」として出現 してきた文8)。

本事例では,W.Coあ うんが生協法人による任意後見と

い うかたちで,「 身元保証」 「死後事務」をセ ッ トにした

「総合支援契約」を利用者(組 合員)と 締結 し,入 院時

や施設入所時においても親族を頼 らず,協 同組合のなか

で支援できる体制を整えていた。 これにより,利 用者 は

安心 して地域で生活することができ,福 祉クラブ生協と

しても,仲 間を最期までサポー トしていくことが可能に

なった。つま り,生 協の成年後見事業は,組 合員に提供

された終活の選択肢のひ とつなのである。

もちろん成年後見制度以外にも,民 間の身元保証事業

もある。 とはいえ,民 間の身元保証は,サ ー ビスの利用

実態が十分把握 されてお らず,実 情もよく分かっていな

い現状があり,2017年 に内閣府 ・消費者委員会が実態調

査を始 めたばか りである。そこで行政や社会福祉協議会

による公的なシステムが徐 々に整備 されつつある。

ところが,県 営住宅 ・市営住宅な どの公的住宅で も「条

例等で定められていることか ら,裁量もほとん ど働かず,

形式的に要求され る」ことなどが問題視 されてい る文9)。

そこで川崎市居住支援制度や社会福祉協議会の身元保証

事業(福 岡市社協,品 川区社協,足 立区社協,伊 賀市社

協ほか),高 齢者住宅財団の家賃債務保証制度,東 京都防

災 ・建築まちづ くりセンターの安心居住制度な ど公的な

身元保証システムの先進的取 り組みがある。あるいは,

NPO法 人おかやま入居支援センター,NPO法 人や ど

か りサポー ト鹿児島な どNPOに よる活動も注 目され る。

身元保証の問題は 「冠婚葬祭業(経 済産業省),高 齢者

賃貸住宅(国 土交通省),預 託金保全(金 融庁),成 年後

見制度(法 務省),病 院 ・日常生活 自立支援(厚 生労働省)」

などの複数 の省庁が複雑 に交錯 しあ う領域に属 してお り,

指導監督にあたる行政機 関す ら明確にされていない文10)。

それゆえ,成年後見制度以外の複雑な要素が絡み合い,

後見人の居住環境支援のなかか ら論 じることには限界も

ある。公的組織による身元保証支援 と後見人の居住環境

支援の境界を明らかにすることが今後の研究課題である。

6.結 論

超高齢社会において,高 齢者の住まい,と くにこれま

での地域に住まい続けるための高齢者 の居場所をめ ぐる

問題 について,本 稿では後見人の居住環境支援 との関連

から分析 し考察 した。事例検討の結果,後 見人の居住環

境支援の中に,以 下5点 の社会的機能を析出 した。すな

わち,(1)住 まい/居 場所を確保する機能(事 例A),(2)

住宅改修 ・修繕を通 して住宅のハー ド面から居住環境を

整備する機能(事 例B),(3)地 域のネッ トワークを修復

し 「生活の互助」「地域 との互助」を再生 させる機能(事

例B),そ して医療/介 護サービスを導入す ることで在宅

生活を可能 にす るソフ ト面の機能(事 例B・ 事例C),

(4)生 活支援および見守 り支援機能(事 例D・ 事例E),

(5)将 来,認 知症になっても,親 族 に頼 らずに最期まで

住み慣れた住宅 ・場所 ・地域で,い まの生活を維持する

とい う住まいの自己決定を保証する機能である 【図6-1】。

以上の通 り,後 見人の居住環境支援 とは,本 人が どこ

でどのよ うに生活 していくかとい う問題 と一体であ り,

地域で本人の居場所をつくりだす ことを含めた,生 活者

の 「居住問題」 として捉えられるものである。だか らこ

そ,後 見人の居住環境支援には,「町 と地域を住みこなす」

とい う視点が求め られ ることになるのだ。

成年後見 を用いることで,い かに住み慣れた地域 で
"A

ginginPlace"の 理念を叶えていこうとするのか。

後見人が住 まいと町 ・地域を住み こなす とい う観点か ら

居住環境を支援 していく視点をもち うるかどうかで,超

高齢社会での高齢者の居場所問題のあ り方は大きく変わ

ってい くことになるだろう。

結びにかえて本稿の意義 と今後の展望について述べる。

住宅政策を通 して公営住宅 ・公的住宅が用意され,社 会

福祉政策では,本 人 と家族の意思にもとついて在宅か ら

施設/施 設か ら在宅への移行が 目指 される。これ らの視

点では,ア フォーダブル住宅の提供 と要介護 になっても

暮 らせる環境整備 を,お もな居住支援 として位置づける。

これに対 し本稿では,住 まい と町を住みこなす とい う

観点から後見人の居住環境支援を捉 えることを試みた。

「高齢化 によってその住宅 にと うとう住めなくなった

人々の行き先のことが,ま だ不明」 といわれるよ うに,

建築計画では 「人々の行 き先」での住まい方の解明が課



題 とされてきた文11)。本稿ではこうした問題関心を引き

受け,「行き先」での住まい構築のされ方について,地 域

資源を生かした 「ゆるい定住」の観点か ら考察 し,そ う

したゆるやかな定住が後見人の支援によって,一 定の条

件のもとで達成 されることを明らかにした。このように,

後見人が住環境に与える影響を分析することで,建 築計

画上の課題 にささやかなが ら一定の知見を加 えることが

できた。 これが本稿の意義である。以下に今後の展望を

述べる。

"Aginginplace"の 観 点 からみた後 見 人1こよる居 住 環 境 支援 のあり方
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図6-1成 年後見人による居住環境支援(主 査作成)

図6-1は 大月の図 と比較 して文12),本 稿で扱 った事例

の建築計画学か らみた位置づけを示 している。本稿では,

近隣や有志,民 生委員による 「ゆるやかな見守」,生協の

「生活支援 ・生活相談」に支えられ,在 宅介護サー ビス

や小規模多機能型介護などの地域資源を利用 しながら,

空間と住まい手の関係を考慮 した後見人の居住環境支援

について論 じてきた。その先には有料老人ホーム,グ ル

ープホーム,老 健,特 養 といった 「制度資源」による居

住環境支援がある。ただしこれ らの環境移行水準の程度

は激 しい。成年後見制度を利用すると本人の居所が施設

に移るケースが多い。専門家 としては認知症等で在宅で

の生活が難 しいから成年後見制度 を利用するのであ り,

後見人がついて施設 に移 るのは当然だと捉える向きもあ

る。あるいは後見人には(善 管注意義務 の範囲で)安 全

な生活 を提供する責任があ り,リ スクを ともな う在宅生

活よ り,施 設のほ うが安心だ といった事情もある。

しか しながら,本 稿では 「緩やかな環境移行」による

後見人の居住環境支援のあ り方をあえて追求 した。高齢

者ひ とりひ とりがそれぞれの暮 らしにこだわ りをもって

暮 らしてい る。地域での暮 らしに対す る気持ちのあらわ

れ方 も多様である。それ らは言語化 されるものばか りで

はない。言語化 されない本人の思いを汲み取 り,そ れを

本人に代わって代弁 し,実 現 してい く役割をもつのが後

見人である。ゆえに,後 見人には居住環境を整えるため

に本人に代わって事業者 と契約 し,費 用を支払 うとい う

強大な権限が公的に認め られている。

だか らこそ,後 見人には本人の住生活へのこだわ りを

読み解き,そ れを基礎 として,暮 らしの場を再構築 し,

住まい と町 ・地域を住みこなしていくための工夫が求め

られる。本人が居住者 として過去の空間のどのよ うな場

に愛着を抱いてきたのか。本人も気づかない 「住まい」

に対する本人の意思を読み解き,居 住空間/生 活空間の

なかでそれを実現 していくことが求め られ るのである。

本人の町や地域 との関わ りを正確に把握 し,そ れ らを

生か した住 まい方の支援ができた ときに,は じめて建築

計画的観点か ら後見人の居住環境支援 が達成されたこと

になる。そのためには後見人 自身が自らの実践に,住 宅

計画の専門的知識 も重要であることに 自覚的であるとよ

い。今後は,後 見人 と建築専門家 とが連携 しながら,協

働 して居住環境支援にあたってい くことが望まれ る注8)。
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<注>

1)作 図 にあた り上 山泰(専 門職 後見人 と身 上監護,pp.48-49,

民事法 研究会,2008.3)を 参照 した。

2)こ の点 につい ては,主 査 の博 士論文4章4節 で詳述 して い る。

3)事 例A・Cに つ いて は主査 の博 士論 文第4章3節 にて 「世帯

の家計 管理 」の観 点か ら,事 例D・Eに つい ては 同論 文第5章

2節 にて 「生協福祉 」 の観 点 か ら詳細 に論 じられて い る。 ただ

し,そ れ らは後見人 の居住 環境 支援 に分析軸 をおい た本稿 とは

ま った く別 の論考 であ る。

4)認 知症検 査で用 い られ る 「長谷 川式認 知症 ス ケール」 では,

30点 満 点 の うち,20点 以 下だ と認 知症 の疑い が高い と判断 され,

10点 以下 では高度 の判定 とな る。

5)こ の点 は,主 査 の博士論 文第5章1節 で詳 細に議論 して い る。

6)本 事例 は,本 研 究委員 ・西 定春 か らの紹介 を受 け,2015年

6月12日 に初回調 査がお こな われ,主 査が定期 的 に事例提供 者

を訪 問 し調査 を継続 してきた もので ある。そ の後,主 査が東 京

大学大 学院 ・博 士課 程教 育 リーデ ィングプ ログ ラムGLAFSに て,

「住宅 改修 」をテ ーマ とす るグル ー プ共同研 究 を担 当す るこ と

に な り,フ ィール ド演習 の一環 として本 事例 の追加調 査 を実施

した(2018年2A20日)。 ま た本 事例 はテ レビ番 組 で も放 送 さ

れ てお り,後 見人 の支援 開始 に至 るまでの経緯 につ いて は当該

番組 の映像 資料 も参 考 に した(NHK「 ハー トネ ッ トTV」,2014

年12月3日 放送)。 さ らに,2018年7月 刊行 の社会福 祉学 の教

科書(『権利擁 護 がわか る意 思決 定支援一 一法 と福祉 の協働 』ミ

ネル ヴァ書房)で も本事例 が取 り上 げ られ てお り,本 稿 の引用

に あたっ ては当該文 献 の記 述 について も参照 させて いただ いた。

7)成 年後見 を め ぐって 地域金融機 関 が抱 える課題 につい ては,

主査 の博士論 文第4章1節 に て詳 細 に論 じ られてい る。

8)国 内有数 の先進 的な 実務 者 のあい だでは,建 築 の専門家 との

連携 を含 めた,成 年 後見 の支援 マニ ュアルの作 成が進 ん でい る。

た とえば,そ のひ とつ 「大阪意 思決 定支援研 究会 」(大阪家庭 裁

判所,大 阪弁 護士会,大 阪社会福 祉士 会,大 阪司法 書士会 リー

ガル サポー ト大 阪支 部)で は,被 後見 人の居所 決定 に あた って

建築 専門家 との協働 が必要 となる場面 をチ ャー トで 図式化 した

マ ニュアル を公 開 して いる。詳 細は大 阪弁護 士会 ホームペ ージ

https://www.osakaben.or.jp/info/2018/2018 _0510_2.pdfを

参照 の こと(2018年,大 阪意思決 定支援 研 究会,「 個別課題 へ

の適用 ・事例1に つい ての意思決 定支援 フローチ ャー ト」)。
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